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成田市保健福祉審議会子ども・子育て支援部会について 

 

１．名称 

  部会の名称は，成田市保健福祉審議会子ども・子育て支援部会（以下「子ども・

子育て支援部会」という。）とする。 

 

２．所掌事務 

 ア 子ども・子育て支援法第７２条第１項並びに児童福祉法第３４条の１５第４項

に規定する事務を処理する。 

 ・特定教育・保育施設の利用定員を定める際に意見を述べる。 

 ・特定地域型保育事業の利用定員を定める際に意見を述べる。 

 ・子ども・子育て支援事業計画に関する事項について，事業計画を定め又は変更し

ようとする際に意見を述べる。 

 ・子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及

び当該施策の実施状況を調査審議する。 

 ・市町村以外の者が,家庭的保育事業等の認可を受けようとする際に意見を述べる。 

 イ こども基本法第１１条における，こどもを養育する者その他関係者の意見の反

映に関すること。 

 ・こども基本法第１０条に規定する「こども計画」に関し，事業計画を定め又は変

更しようとする際に意見を述べる。 

 ・こども施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況

を調査審議する。 

 ウ その他，市が実施するこども施策に関し意見を述べる。 

  

３．組織等 

 子ども・子育て支援部会は，成田市保健福祉審議会会長が指名する委員５名と 

臨時委員１０名の１５名をもって組織する。 

 

４．設置期間 

 子ども・子育て支援部会の設置期間は，令和５年７月３日から令和７年３月３１

日までとする。 
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５．庶務 

 子ども・子育て支援部会の庶務は，こども未来部こども政策課において処理する。 

 

６．その他 

２．所掌事務イ及びウ，３．組織等，５．庶務について， 令和６年４月１日から

施行する。 
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○成田市保健福祉審議会設置条例抜粋 

平成10年9月29日 

条例第25号 

 (設置) 

第1条 本市の保健福祉施策の総合的かつ計画的運営に関する事項を調査審議するた

め，成田市保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

 

第2条～第4条 略 

 

(臨時委員) 

第5条 市長は，特定事項を調査審議するために必要があると認めるときは，審議会に

臨時委員を置くことができる。 

2 臨時委員の任期は，当該特定事項の調査審議期間とする。 

 

(会議) 

第6条 審議会の会議は，会長が招集し，その議長となる。 

2 会議は，委員(臨時委員を含む。)の過半数の出席がなければ，開くことができない。 

3 会議の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決する

ところによる。 

4 審議会は，必要に応じて関係者等の出席を求め，参考意見又は説明を聴取すること

ができる。 

 

(部会) 

第7条 審議会は，必要に応じて部会を置くことができる。 

2 部会は，会長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。 

3 部会に部会長を置き，部会に属する委員及び臨時委員の互選により定める。 

4 部会長は，部会の事務を掌理する。 

5 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは，あらかじめその指名する委員

がその職務を代理する。 

6 前条の規定は，部会の会議について準用する。 

 

第8条～第9条 略 
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○児童福祉法抜粋 

(昭和二十二年十二月十二日) 

(法律第百六十四号) 

第三十四条の十五 市町村は、家庭的保育事業等を行うことができる。 

2 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところにより、市町村長

の認可を得て、家庭的保育事業等を行うことができる。 

3 略 

4 市町村長は、第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、市町村児童福祉審議

会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者そ

の他児童福祉に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

5～7 略 

 

 

○子ども・子育て支援法抜粋 

       （平成二十四年八月二十二日） 

（法律第六十五号） 

 (市町村等における合議制の機関) 

第七十二条 市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審

議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。 

一 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第三十一条第二項に規定する事項を

処理すること。 

二 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第四十三条第三項に規定する事項を

処理すること。 

三 市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第六十一条第七項に規定する事項を処

理すること。 

四 当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に

関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

2 前項の合議制の機関は、同項各号に掲げる事務を処理するに当たっては、地域の子ど

も及び子育て家庭の実情を十分に踏まえなければならない。 
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3 前二項に定めるもののほか、第一項の合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項

は、市町村の条例で定める。 

4・5 略 

 

(特定教育・保育施設の確認) 

第三十一条 第二十七条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、教育・保育施

設の設置者（国（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定す

る国立大学法人を含む。第五十八条の九第二項、第三項及び第六項、第六十五条第四号

及び第五号並びに附則第七条において同じ。）及び公立大学法人（地方独立行政法人法

（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。第五

十八条の四第一項第一号、第五十八条の九第二項並びに第六十五条第三号及び第四号に

おいて同じ。）を除き、法人に限る。以下同じ。）の申請により、次の各号に掲げる教

育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定

員を定めて、市町村長が行う。 

一 認定こども園 第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

二 幼稚園 第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分 

三 保育所 第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同条第三号に掲げる

小学校就学前子どもの区分 

2 市町村長は、前項の規定により特定教育・保育施設の利用定員を定めようとするとき

は、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはそ

の意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当

事者の意見を聴かなければならない。 

3 略 

 

(特定地域型保育事業者の確認) 

第四十三条 第二十九条第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、地域型保育事

業を行う者の申請により、地域型保育の種類及び当該地域型保育の種類に係る地域型保

育事業を行う事業所（以下「地域型保育事業所」という。）ごとに、第十九条第三号に

掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員（事業所内保育の事業を行う事業所（以下
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「事業所内保育事業所」という。）にあっては、その雇用する労働者の監護する小学校

就学前子どもを保育するため当該事業所内保育の事業を自ら施設を設置し、又は委託し

て行う事業主に係る当該小学校就学前子ども（当該事業所内保育の事業が、事業主団体

に係るものにあっては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小

学校就学前子どもとし、共済組合等（児童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに規定す

る共済組合等をいう。）に係るものにあっては共済組合等の構成員（同号ハに規定する

共済組合等の構成員をいう。）の監護する小学校就学前子どもとする。以下「労働者等

の監護する小学校就学前子ども」という。）及びその他の小学校就学前子どもごとに定

める第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。）を定めて、

市町村長が行う。 

2 市町村長は、前項の規定により特定地域型保育事業（特定地域型保育を行う事業をい

う。以下同じ。）の利用定員を定めようとするときは、第七十二条第一項の審議会その

他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては

子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならな

い。  

 

 

 (市町村子ども・子育て支援事業計画) 

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ど

も・子育て支援事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関す

る計画（以下「市町村子ども・子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 

2～6 略  

7 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするとき

は、第七十二条第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはそ

の意見を、その他の場合にあっては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当

事者の意見を聴かなければならない。 

8～10 略
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○こども基本法抜粋 

（令和四年法律第七十七号） 

 

（都道府県こども計画等） 

第十条 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての

計画（以下この条において「都道府県こども計画」という。）を定めるよう努めるものとす

る。 

２ 市町村は、こども大綱（都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び

都道府県こども計画）を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画（以下こ

の条において「市町村こども計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

４ 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県

子ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第一項に規定する都道府県

計画その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項を

定めるものと一体のものとして作成することができる。 

５ 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ど

も・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第九条第二項に規定する市町村計画そ

の他法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるも

のと一体のものとして作成することができる。 

 

（こども施策に対するこども等の意見の反映） 

第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たって

は、当該こども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を

反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 


